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   庄内広域水道企業団指名競争入札参加資格基準 

 

令和８年４月１日 

告示第３号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第２項に規定する指名競

争入札に参加する者に必要な資格を、次のように定める。 

 

１ 企業長が別に定める工事の請負については、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）第３条の規定により許可を受けた者で、別に定めるところにより、工

事の種類及び設計金額ごとに、等級に格付されたもの。 

  ただし、鶴岡市、酒田市及び庄内町に営業所を有しない場合は、次に掲げる要件を満た

す者とする。 

 （１）法第３条の規定により許可を受けていること。 

 （２）２年以上引き続き前号の許可を受けて業務を営んでいること。 

 （３）常時使用する従業員の数が５人以上であること。 

 （４）資本金が５００万円以上であること。 

２ 前項以外の工事（軽微な工事を除く。）の請負については、法第３条の規定により許可

を受けた者 

３ 軽微な工事の請負については、前項又は第５項に規定する者 

４ 予定価格１，０００万円以上の製造の請負及び予定価格５００万円以上の物件の買入

れについては、２年以上引き続き業としてこれらの業務を営んでいる者 

５ 前項以外の製造の請負及び物件の買入れについては、１年以上引き続き業としてこれ

らの業務を営んでいる者又は常時使用する従業員の数が３人以上で、かつ、資本金が５０

万円以上の者 

 

   附 則 

 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


